
障い福祉サビス事業者指定等関す事務権限い

障害者日常生活及び社会生活を総合的支援すた法障害者総合支援法関係法令

改正及び大阪版地方分権推進制度基指定障い福祉サビス事業者指定等関

す事務権限い下記お各市町村移譲ます

おこま大阪府行た指定権限移譲有効す 

 

 事務権限移譲市町村及び移譲時期

成 2 3  1 0 月 1 日池田市茨木市箕面市豊能町能勢町 

成 2 4   1  月 1 日富田林市河内長野市大阪狭山市太子町河南町千早赤阪村

成 2 4  4 月 1 日大阪市堺市東大阪市高槻市豊中市

成 2 4  7 月 1 日吹田市 

成 2 4  1 0 月 1 日岸和田市泉大津市貝塚市和泉市高石市忠岡町 

成 2 5  1 月 1 日枚方市八尾市松原市柏原市

成 2 5  4  月  1 日泉佐野市泉南市阪南市田尻町熊取町岬町 

成 2 8  4  月  1 日寝屋川市 

 権限移譲す主事務

障害者総合支援法基く 

指定障い福祉サビス事業者指定障い者支援施設指定業務等

指定一般相談支援事業者指定業務等大阪市堺市東大阪市高槻市豊中市枚方市

八尾市寝屋川市吹田市 

指定障い福祉サビス事業者指定障い者支援施設指導監査業務等 

指定一般相談支援事業者指導監査業務等大阪市堺市東大阪市高槻市豊中市

枚方市八尾市寝屋川市吹田市 

 

※事務移譲大阪府市町村技術的指導助言を行う障い者等福祉

た必要あ認ら障い福祉サビス事業者等対し報告や資料

提出等を求職員及び関係者対す質問立入検査どを行うこあます 

参考 

事務権限拠 

政令市及び中市 

地方自治法昭和二十二法第六十七号

第十二章 大都市等関す特例 

他市町村

大阪府福祉行政事務係事務処理特例関す条例成十二大阪府条例第八号 


